
滋賀県中小企業団体中央会　オンライン研修動画のご案内

特定地域づくり事業協同組合制度は、複数の事業者（組合員）で
仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出し、組合が雇用し
た人材を事業者に「マルチワーカー」として派遣する制度です。
同制度の活用により、人口減少地域において雇用機会の創出、安
定的な雇用環境と一定の給与水準の確保、事業者の繁忙期にお
ける人手の確保、移住・定住の促進が期待できます。

特定地域づくり事業協同組合制度セミナー
アーカイブ動画公開のお知らせ

視聴
無料

＜総務省・制度説明資料より＞

＜総務省・制度説明資料より＞



１．「特定地域づくり事業協同組合の持続可能な事業推進支援のために」
【講　師】　関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科　兼任講師　勝瀬　典雄 氏

　（全国中央会　特定地域づくり事業協同組合組成等支援委員会　委員）

制度をご存じない方にもわかりやすく、理念から概要、プロセス、全国の活用状況について視察先
の所感を交えながら紹介した上で、組合事務局・組合員となる事業者・派遣業務に従事する職員・
組合の補助窓口となる自治体それぞれが持つべき視点を指し示し、スムーズな受け入れ態勢構築
のための考え方を解説しています。

２．「制度活用に向けた県外先進組合（島根・広島）視察報告」
【講　師】　滋賀県総務部市町振興課　主任主事　森　陽介 氏
設立から間もない組合を訪問され、設立の背景や設立時の苦労点、今後の課題など、特定地域づく
り事業協同組合を立ち上げるにあたって注意すべき点を主として紹介しています。

滋賀県中小企業団体中央会のwebページにてYouTube 動画を紹介しています。
PCはもちろん、タブレットやスマホからもご覧になれます。

視 聴

動画は２本あり、視聴時間は計 100分程度です。(標準速度の場合 )

本内容は、当会が令和 5年 11月 20日に開催したセミナーのアーカイブ動画です。

滋賀県中央会　オンライン動画
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滋賀県中小企業団体中央会（担当：北川）
ＴＥＬ 077－511－1430　　ＦＡＸ 077－502－0111
メール　kitagawa@chuokai-shiga.or.jp

お問い合わせ

組合に就職した地域づくり人材（マルチワーカー）の仕事の組み合わせ例

＜総務省・制度説明資料より＞
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